
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
指
定
管
理
者
の
管
理
業
務
の
一
部
停
止 

（
海
外
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
室
）　

　

一

〇
家
畜
伝
染
病
の
発
生 

（
畜　

産　

課
）　

　

一

〇
建
設
業
許
可
の
取
消
し 

（
事
業
管
理
課
）　

　

二

〇
宮
城
県
柴
田
農
林
高
等
学
校
の
農
産
物
の
販
売
に
係
る
物
品
売
払
代
金
の
徴

　

収
事
務
の
委
託 

（
教
育
庁
高
校
教
育
課
）　

　

二

〇
宮
城
県
加
美
農
業
高
等
学
校
の
農
産
物
の
販
売
に
係
る
物
品
売
払
代
金
の
徴
収
事
務

　

の
委
託
（
二
件
） 

（　
　

同　
　

）　

　

二

 
公

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了 

（
建
築
宅
地
課
）　

　

三

 
選
挙
管
理
委
員
会

〇
政
治
団
体
の
届
出 

三

〇
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届 

四

〇
政
治
団
体
の
解
散
届 

四

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
一
年
分
） 

四

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
二
年
分
） 

四

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
三
年
分
） 

五

〇
資
金
管
理
団
体
の
届
出 

六

〇
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届 

六

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
九
十
一
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
の
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

公
の
施
設
の
名
称

　
　

み
や
ぎ
産
業
交
流
セ
ン
タ
ー

二　

指
定
管
理
者
の
名
称
等

　

１　

名
称

　
　
　

夢
メ
ッ
セ
み
や
ぎ
管
理
運
営
共
同
事
業
体

　

２　

構
成
員
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　
　

財
団
法
人
み
や
ぎ
産
業
交
流
セ
ン
タ
ー　

仙
台
市
宮
城
野
区
港
三
丁
目
一
番
七
号

　
　
　

同
和
興
業
株
式
会
社　

仙
台
市
青
葉
区
一
番
町
四
丁
目
六
番
一
号
仙
台
第
一
生
命
タ
ワ
ー
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ

　
　
　

株
式
会
社
河
北
新
報
社　

仙
台
市
青
葉
区
五
橋
一
丁
目
二
番
二
十
八
号

　
　
　

株
式
会
社
仙
台
放
送　

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
五
丁
目
八
番
三
十
三
号

　
　
　

東
北
放
送
株
式
会
社　

仙
台
市
太
白
区
八
木
山
香
澄
町
二
十
六
番
一
号　

三　

管
理
の
業
務
の
停
止
の
内
容

　
　

み
や
ぎ
産
業
交
流
セ
ン
タ
ー
の
管
理
の
業
務
の
う
ち
次
の
業
務
の
停
止

　
　
　

施
設
の
使
用
許
可
及
び
利
用
料
金
の
徴
収
・
減
免
業
務
の
一
部

　
　
　

貸
出
備
品
の
調
達
、
共
用
及
び
維
持
管
理
業
務
の
全
部

　
　
　

施
設
全
体
の
維
持
管
理
業
務
の
う
ち
そ
の
他
施
設
の
良
好
な
維
持
管
理
に
必
要
な
業
務
以
外
の
業
務
の
全
部

　
　
　

施
設
等
の
更
新
及
び
大
規
模
修
繕
等
業
務
の
全
部

そ
の
他
該
当
施
設
の
管
理
運
営
に
関
し
て
宮
城
県
が
必
要
と
認
め
る
業
務
の
う
ち
自
主
事
業
等
の
実
施
業
務
の

一
部
及
び
利
便
施
設
・
設
備
の
設
置
管
理
業
務
の
全
部

四　

停
止
の
期
間

　
　

平
成
二
十
三
年
三
月
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
九
十
二
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
家

畜
伝
染
病
が
発
生
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

家
畜
伝
染
病
の
種
類
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ヨ
ー
ネ
病

二　

畜
種

　
　

牛
（
黒
毛
和
種
）

三　

患
畜
及
び
疑
似
患
畜
の
区
分
並
び
に
そ
の
頭
数

　
　

患
畜　

二
頭

四　

発
生
の
場
所
又
は
区
域

　
　

石
巻
市

五　

発
生
年
月
日

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
十
一
日

六　

患
畜
の
取
扱
い

　
　

法
令
殺

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
九
十
三
号

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
建
設
業
の
許
可
を
取
り
消

し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

許
可
を
取
り
消
し
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
日

二　

商
号
又
は
名
称
等 

三　

許
可
取
消
し
の
原
因

　
　

建
設
業
に
係
る
廃
業
等
の
届
出
が
あ
り
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
九
十
四
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
柴
田
農

林
高
等
学
校
の
農
産
物
の
み
や
ぎ
総
合
家
畜
市
場
に
お
け
る
販
売
に
係
る
物
品
売
払
代
金
の
徴
収
事
務
を
平
成
二
十
三

年
四
月
一
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
の
相
手
方

　
　

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁
目
二
番
十
六
号　
　

全
国
農
業
協
同
組
合
連
合
会
宮
城
県
本
部

　
　

柴
田
郡
柴
田
町
西
船
迫
一
丁
目
十
番
地
の
三　

み
や
ぎ
仙
南
農
業
協
同
組
合

二　

委
託
期
間

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
九
十
五
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
加
美
農

業
高
等
学
校
の
農
産
物
の
仙
台
市
中
央
卸
売
市
場
食
肉
市
場
に
お
け
る
販
売
に
係
る
物
品
売
払
代
金
の
徴
収
事
務
を
平

成
二
十
三
年
四
月
一
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
の
相
手
方

　
　

仙
台
市
宮
城
野
区
扇
町
六
丁
目
三
番
六
号　
　
　

仙
台
中
央
食
肉
卸
売
市
場
株
式
会
社

　
　

加
美
郡
色
麻
町
四
釜
字
柧
木
町
十
四
番
地
の
一　

加
美
よ
つ
ば
農
業
協
同
組
合

二　

委
託
期
間

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
九
十
六
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
加
美
農

業
高
等
学
校
の
農
産
物
の
株
式
会
社
宮
城
県
食
肉
流
通
公
社
及
び
み
や
ぎ
総
合
家
畜
市
場
に
お
け
る
販
売
に
係
る
物
品
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商
号
又
は
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

有
限
会
社
み
ず
き

造
園
企
画

追
木　

祐
規

有
限
会
社
峰
生
園

横
山　

峰
生

有
限
会
社
大
友
架

設大
友　

富
士
男

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

仙
台
市
若
林
区
文
化
町
三

－

十
八

亘
理
郡
山
元
町
坂
元
字
中

浜
九
十
一

大
崎
市
古
川
荒
田
目
馬
場

埼
百
六
十
一

建

設

業

許

可

番

号

般－

二
十
二

第
六
千
九
百
六

十
七
号

般－

二
十
二

第
一
万
千
五
百

四
十
三
号

般－

十
八

第
一
万
三
千
三

百
七
号

申
請
区
分
及
び
許
可

を
取
り
消
し
た
建
設

工
事
の
種
類　
　
　

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

造
園
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

　

石
工
事
業

　

鋼
構
造
物
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

　

造
園
工
事
業

　

水
道
施
設
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業　
　

　

石
工
事
業

受

付

年

月

日

平
成
二
十
三
年

 

四
月
二
十
二
日

平
成
二
十
三
年

 

四
月
二
十
日

平
成
二
十
三
年

 

四
月
十
八
日

　

鋼
構
造
物
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

　

し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業

　

塗
装
工
事
業

　

造
園
工
事
業

　

水
道
施
設
工
事
業



売
払
代
金
の
徴
収
事
務
を
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
の
相
手
方

　
　

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁
目
二
番
十
六
号　
　
　

全
国
農
業
協
同
組
合
連
合
会
宮
城
県
本
部

　
　

加
美
郡
色
麻
町
四
釜
字
柧
木
町
十
四
番
地
の
一　

加
美
よ
つ
ば
農
業
協
同
組
合

二　

委
託
期
間

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

 
公

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　
 

 
選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
五
十
二
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

�
　

政
党
の
支
部

　
�
　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
党
の
支
部

�
　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
、
政
党
の
支
部
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　
�
　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体
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一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

白
石
市
福
岡
深
谷
字
南
沖
八
番
、
十
八
番
、
十
九
番
、

三
十
九
番
、
四
十
番
、
四
十
一
番
、
四
十
五
番
、
四
十
六

番
、
四
十
七
番
、
四
十
八
番
、
四
十
九
番
、
五
十
番
、
五

十
一
番
、
五
十
二
番
、
五
十
三
番
、
五
十
四
番
、
五
十
五

番
、
五
十
六
番
、
五
十
七
番
、
五
十
八
番
、
五
十
九
番
、

六
十
番
、
六
十
一
番
、
六
十
二
番
、
六
十
三
番
、
六
十
四

番
、
六
十
五
番
、
六
十
六
番
、
六
十
七
番
、
六
十
八
番
、

六
十
九
番
、
七
十
番
、
七
十
一
番
、
七
十
二
番
、
七
十
三

番
、
七
十
四
番
、
七
十
五
番
、
七
十
六
番
、
七
十
七
番
、

七
十
八
番
、
七
十
九
番
、
八
十
番
、
八
十
一
番
、
八
十
二

番
、
八
十
三
番
、
八
十
四
番
、
八
十
五
番
、
八
十
六
番
、

八
十
七
番
、
八
十
八
番
一
、
八
十
八
番
二
、
八
十
九
番
、

九
十
番
、
九
十
一
番
、
九
十
二
番
、
九
十
三
番
、
九
十
四

番
、
九
十
五
番
、
九
十
六
番
、
九
十
七
番
、
九
十
八
番
、

九
十
九
番
、
百
番
、
百
一
番
、
百
四
番
、
百
八
番
、
百
九

番
、
百
十
番
、
百
十
一
番
、
百
十
九
番
、
百
二
十
二
番
、

百
二
十
九
番
、
百
三
十
番
、
百
三
十
一
番
、
百
三
十
二
番
、

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

百
三
十
三
番
、
百
三
十
四
番
、
百
三
十
五
番
、
百
三
十
六

番
、
百
三
十
七
番
、
百
三
十
八
番
、
百
三
十
九
番
、
百
四

十
番
、
百
四
十
一
番
及
び
百
四
十
二
番
、
百
七
番
及
び
百

二
十
八
番
の
各
一
部
並
び
に
同
字
西
町
百
六
番
、百
七
番
、

百
八
番
、
百
九
番
、
百
十
番
、
百
十
一
番
、
百
十
二
番
、

百
十
三
番
、
百
十
七
番
、
百
十
八
番
、
百
十
九
番
及
び
百

二
十
番
並
び
に
同
字
兵
庫
屋
敷
前
十
九
番
一
及
び
十
九
番

四
、
十
九
番
五
の
一
部

　

白
石
市
大
手
町
一
番
一
号

 

白
石
市
土
地
開
発
公
社　
　
　
　

政
治
団
体
の
名
称

み
ん
な
の
党
宮
城

県
議
会
第
５
支
部

み
ん
な
の
党
宮
城

県
議
会
第
２
支
部

代　

表　

者

の　

氏　

名

境　
　

恒
春

熊
谷　

敏
彦

会
計
責
任
者

の　

氏　

名

愛
甲　

香
純

熊
谷　

和
彦

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

気
仙
沼
市
三
日
町
一－

二

－

二
六

仙
台
市
青
葉
区
錦
町
一－

一－

二

一
以
上
の
市
町

村
等
の
区
域
を

単
位
と
し
て
設

け
ら
れ
る
支
部

〇〇

届
出
年
月
日

平
成
二
十
三
年

三
月
四
日

平
成
二
十
三
年

四
月
十
四
日

　

政
治
団
体
の
名
称

熱
海
文
義
後
援
会

代　

表　

者

の　

氏　

名

鎌
田　

禎
二

会
計
責
任
者

の　

氏　

名

竹
内　

幸
郎

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

黒
川
郡
大
郷
町
羽
生
字
里
畑
三
七

届
出
年
月
日

平
成
二
十
三
年

 

四
月
二
十
日



〇
宮
選
管
告
示
第
五
十
三
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
事
項
を
異
動
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

�
　

政
党
の
支
部

�
　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
、
政
党
の
支
部
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

 

〇
宮
選
管
告
示
第
五
十
四
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治

団
体
が
解
散
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

�
　

政
党
の
支
部

�
　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
、
政
党
の
支
部
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

〇
宮
選
管
告
示
第
五
十
五
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
一
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨

（単
位
：
円

）

　

（そ
の
他
の
政
治
団
体

） 

ト
ー
ク
2  1  宮

城

報
告
年
月
日
23.
3.
30

23.
2.
2

         
（        8  解

散

）

１
収
入
総
額

5,400

     

前
年
繰
越
額

5,400

     

２
支
出
総
額

0  

〇
宮
選
管
告
示
第
五
十
六
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平
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穀
田
好
光
後
援
会

佐
藤
貢
後
援
会

高
橋
満
郎
後
援
会

わ
が
直
義
後
援
会

若
生　

勝
昭

瀬
戸　

恒
雄

杉
本　
　

仁

和
賀　

直
義

内
ヶ
崎
修
平

富
永　
　

成

遠
藤　

正
義

平
野　

和
子

黒
川
郡
富
谷
町
富
谷
字
町
北
裏
五
六

黒
川
郡
大
衡
村
駒
場
字
上
宮
前
七
五

黒
川
郡
富
谷
町
成
田
七－

七－

三

黒
川
郡
大
郷
町
中
村
字
屋
敷
前
一
九
三

平
成
二
十
三
年

 

四
月
二
十
八
日

平
成
二
十
三
年

 

四
月
十
二
日

平
成
二
十
三
年

 

四
月
七
日

平
成
二
十
三
年

 

四
月
十
四
日

政
治
団
体
の
名
称

自
由
民
主
党
宮
城
県
宅
建

支
部

異
動
事
項

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

新

仙
台
市
青
葉
区
国
分
町

三－

四－

一
八

尾
形　

憲
二

牡
渡　

正
剛

旧

仙
台
市
若
林
区
荒
町
一

四
三

松
田　

英
一

田
所　

照
章

届
出
年
月
日

平
成
二
十
三
年

 

四
月
四
日

政
治
団
体
の
名
称

相
沢
み
つ
や
連
合
後
援
会

あ
べ
ま
さ
き
を
囲
む
会

お
ば
た
公
雄
後
援
会

木
村
勝
好
後
援
会

　
佐
藤
澄
男
後
援
会

仙
沢
会

異
動
事
項

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

新

嶋
津　

紀
夫

塩
竈
市
玉
川
二－

六－

一
五

中
村　

吉
寿

仙
台
市
若
林
区
一
本
杉

町
七－

七

佐
々
木
正
一

加
美
郡
加
美
町
字
岡
町

四
八－

一

仙
台
市
青
葉
区
台
原
一

－

一
七－

三
二

旧

武
山　

忠
勝

塩
竈
市
西
玉
川
町
八－

二
二

内
海　

孝
一

仙
台
市
若
林
区
南
小
泉

四－

一－

一
八

山
崎　

啓
祐

加
美
郡
加
美
町
字
長
清

水
南
雷
屋
敷
二
五

仙
台
市
宮
城
野
区
五
輪

二－

四－

三

届
出
年
月
日

平
成
二
十
三
年

 

四
月
二
十
五
日

平
成
二
十
三
年

 

四
月
二
十
六
日

平
成
二
十
三
年

 

四
月
十
三
日

平
成
二
十
三
年

 

四
月
十
五
日

平
成
二
十
三
年

 

四
月
二
十
六
日

平
成
二
十
三
年

 

四
月
二
十
八
日

宮
城
県
隊
友
政
治
連
盟

代

表

者

の

氏

名

坂
本　

憲
昭

小
関　

隆
久

平
成
二
十
三
年

 

四
月
十
三
日

政　

治　

団　

体　

の　

名　

称

み
ん
な
の
党
宮
城
県
気
仙
沼
支
部

代
表
者
の
氏
名

吉
田　
　

亨

解
散
年
月
日

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
八
日

政　

治　

団　

体　

の　

名　

称

木
村
よ
し
お
後
援
会

ト
ー
ク　

宮
城

21

代
表
者
の
氏
名

木
村　

吉
雄

千
葉　

民
和

解
散
年
月
日

平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
八
日



成
二
十
二
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨

（単
位
：
円

）

　

（政
党
の
支
部

）

み
ん
な
の
党
宮
城
県
気
仙
沼
支
部

報
告
年
月
日
23.
1.
17

23.
2.
2

         
（        8  解

散

）
１
収
入
総
額

220,000

       

本
年
収
入
額

220,000

       

２
支
出
総
額

204,647

       

３
本
年
収
入
の
内
訳

借
入
金

220,00

      0  

吉
田

亨
220,000

       

４
支
出
の
内
訳

経
常
経
費

164,167

       
備
品
・
消
耗
品
費

124,696

       

事
務
所
費

39,471

      

政
治
活
動
費

40,480

      

組
織
活
動
費

40,480

      

　

（そ
の
他
の
政
治
団
体

）

木
村
よ
し
お
後
援
会

報
告
年
月
日
23.
4.
26

22.
12.
3

         
（         1  解

散

）

１
収
入
総
額

19,812

      

前
年
繰
越
額

19,812

      

２
支
出
総
額

0  

ト
ー
ク
2  1  宮

城

報
告
年
月
日
23.
4.
20

23.
2.
2

         
（        8  解

散

）

１
収
入
総
額

5,400

     

前
年
繰
越
額

5,400

     

２
支
出
総
額

0  

〇
宮
選
管
告
示
第
五
十
七
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
三
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨

（単
位
：
円

）

　

（政
党
の
支
部

）

み
ん
な
の
党
宮
城
県
気
仙
沼
支
部

報
告
年
月
日
23.
3.
1
23.
2.
2

        
（        8  解

散

）

１
収
入
総
額

38,293

      

前
年
繰
越
額

15,353

      

本
年
収
入
額

22,940

      

２
支
出
総
額

38,293

      

３
本
年
収
入
の
内
訳

寄
附

22,94

     0  

個
人
分

22,940

      

４
支
出
の
内
訳

経
常
経
費

38,293

      

備
品
・
消
耗
品
費

30,661

      

事
務
所
費

7,632

     

５
寄
附
の
内
訳

（個
人
分

）

年
間
五
万
円
以
下
の
も
の

22,940

      

　

（そ
の
他
の
政
治
団
体

）

ト
ー
ク
2  1  宮

城

報
告
年
月
日
23.
4.
20

23.
2.
2

         
（        8  解

散

）

１
収
入
総
額

5,400

     

前
年
繰
越
額

5,400
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２
支
出
総
額

5,400

     

３
支
出
の
内
訳

経
常
経
費

5,400

     

備
品
・
消
耗
品
費

5,400

     

〇
宮
選
管
告
示
第
五
十
八
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
資
金

管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
五
十
九
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
資
金

管
理
団
体
の
届
出
事
項
を
異
動
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
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資
金
管
理
団

体
の
届
出
を

し
た
者
の
氏

名　
　
　
　

和
賀　

直
義

公
職
の
種
類

大
郷
町
議
会
議
員

資
金
管
理
団
体
の

名　
　
　
　
　

称

わ
が
直
義
後
援
会

主
た
る
事
務
所
の

所　
　

在　
　

地

黒
川
郡
大
郷
町
中
村

字
屋
敷
前
一
九
三

代
表
者
の

氏　
　

名

和
賀　

直
義

届
出
年
月
日

平
成
二
十
三
年

 

四
月
十
四
日

資
金
管
理
団

体
の
届
出
事

項
の
異
動
の

届
出
を
し
た

者
の
氏
名　

澤
田　

朋
啓

公
職
の
種
類

宮
城
県
議
会
議

員

資
金
管
理
団
体
の

名　
　
　
　
　

称

仙
沢
会

異　
動　
事　
項

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

新

仙
台
市
青
葉
区
台
原

一－

一
七－

三
二

旧

仙
台
市
宮
城
野
区
五

輪
二－

四－

三


